
手稲水再生プラザほか２施設庭園管理業務仕様書 

 

１ 業務実施場所 

 Ａ、Ｅ地区  手稲水再生プラザ敷地内    札幌市手稲区手稲山口２６５番地８ 

 Ｂ地区    手稲中継ポンプ場敷地内    札幌市手稲区新発寒７条１１丁目１番１号他 

 Ｃ地区    手稲水再生プラザ放流渠    札幌市手稲区手稲山口２６８番地，２７１番地 

 Ｄ地区    茨戸西部中継ポンプ場敷地内  札幌市北区屯田町９５７番地 

  

２ 委託業務内容（別添図面参照のこと） 

（１）芝刈り業務 

   芝（草）刈、刈くずの後かたづけ及び処分を行う。仕上げ高は、２－３㎝内外とする。 

法面部分及び傾斜部分については、芝の育成及び周辺樹木の保護のため、携帯式芝刈機により業務

を行う。また、木の周囲の草刈時には樹木等を傷つけないように作業し、必要な場所は手刈りを行う。 

手稲水再生プラザ屋上フェンス外側の芝刈りは、駐車場利用者がいない時に行うこととし、フェン

ス外側での作業のため業務従事者の安全管理の徹底を図ることとする。 

       芝刈り面積 Ａ地区  ３３，３６０㎡／回 

             Ｂ地区   ５，８２０㎡／回 

             Ｃ地区     ２６０㎡／回 

             Ｄ地区   ５，５４０㎡／回 

             Ｅ地区  １７，１３０㎡／回 

 

（２）整枝業務 

   業務量は以下のとおりであり、切り落とした枝の処分も行う。 

   ア  Ｃ＝３１－６０㎝     ６４本       

   イ  Ｃ＝６１－９０㎝     ８０本        

   ウ  Ｃ＝９１－１０５㎝    ２２本（藤棚２か所含む）      

   エ  Ｃ＝１０６－１２０㎝   ２６本 

   オ  Ｃ＝１２１－１５０㎝    ４本 

   カ  Ｈ＝８．０－１２．０ｍ  ８６本 

キ  Ｈ＝１２．０－１８．５ｍ  ２本 

 

（３）伐採業務 

   業務量は以下のとおりであり、伐採した木の処分も行う。 

ア  Ｃ＝１５～２０㎝    ４本 

イ  Ｃ＝２０～３０㎝    ２本 

ウ  Ｃ＝３０～４０㎝    ４本 

エ  Ｃ＝４０～６０㎝    ２本 

オ  Ｃ＝６０～８０㎝    ６本 

カ  Ｃ＝８０～１００㎝   ３本 

キ  Ｃ＝1２０～１５０㎝  １本 

 



（４）敷地清掃業務 

   図面に示す範囲内の清掃を行う。清掃の内容及び面積は以下のとおりである。  

ア  Ａ、Ｅ地区（拾い・掃き）      ４４，９９０ ㎡／回 

イ  Ｂ地区（拾い）            ９，７３０ ㎡／回（敷地外周の歩道含む） 

ウ  Ｄ地区（拾い）           １０，１６０ ㎡／回 

 

（５）冬囲い業務 

   ア 縄のみ－数束毎に縄で縛りまとめる。 

                          Ａ地区    １４０組 

                          Ｂ地区         ２組 

 

   イ 根曲竹と縄－６方から竹で囲み、縄で縛りまとめる。 

                          Ａ地区   ３４２組 

                          Ｂ地区        ５組 

   ウ 根曲竹と薦－６方から竹を組み立て、枝を薦で囲み縄で縛りまとめる。 

                          Ａ地区       ４５組 

     エ 竹と縄（生垣）－ 晒竹で側面を囲み、縄で固定する。 

             Ａ地区     ８組 

 

３ 委託業務の実施及び検査 

（１）業務着手にあたり、業務代理人指定通知書を提出する。 

（２）着手後すみやかに業務工程表を提出し、各業務の実施時期について本市担当職員と打ち合わせを行

うこと。また、工程に大幅な変更が生じる場合は本市担当職員に連絡すること。 

（３）業務を完了した時（１回目８月３１日、２回目契約書に記した業務完了日）は、業務完了届をす

みやかに提出することとし、その他、業務完了に際し提出する書類については別途本市担当職員

の指示をうけること。 

  

４ 集草・整枝等の処分 

 集草は本市環境事業部清掃工場に運搬し焼却処分すること。樹木整枝及び伐採で発生した枝等は、（一

財）札幌市環境事業公社（篠路資源化センター）に運搬し処分する。ただし、運転休止中等で搬入でき

ない場合は本市担当職員の指示をうけること。処分量は計算書兼領収書を業務日誌等に添付（写可）し

て報告する。 

 

５ 各業務回数 

各業務の実施回数を以下のとおりとする。 

（１）芝刈り業務（Ａ地区）      ３回 

（Ｂ地区）      ３回 

（Ｃ地区）      ２回 

         （Ｄ地区）      ２回（※５月中に早急な１回目実施を要する箇所あり） 

（Ｅ地区）      ２回 

（２）整枝業務            １回 

（３）敷地清掃業務（Ａ、Ｅ地区）   １回（秋季） 



（Ｂ地区）      ２回 

（Ｄ地区）      ２回 

 （４）冬囲い業務           １回    

 （５）伐採業務            １回   

          

６ 契約金額の支払い 

契約金額の支払いは総価契約の２回均等払いとし、それぞれの期間の業務完了検査を実施し、合格

の場合には支払い内訳表の請求をすることができる。 

 

 

 

７ 業務従事者等の配置及び職務 

 （１）委託者は、業務担当職員（業務主任）を定め、受託者に書面で通知するものとする。また、そ

の内容を変更したときも同様とする。業務担当職員は受託者に対して常に状況に応じた監督を行

うものとし、受託者は、委託者から業務の履行に関する改善指導等がなされた場合には、速やか

に措置等をし、結果を委託者に報告しなければならない。 

 （２）受託者は、業務代理人を定め、書面をもって委託者に通知しなければならない。また、その内

容を変更したときも同様とする。業務代理人は、委託者との連絡調整及び業務従事者に対する指

示及び指導を行う者であり、常に連絡場所及び連絡方法等を明らかにしておかなければならない。 

 

８ 環境に配慮した業務履行 

受託者は、受託業務における環境負荷の低減を推進するため、次の事項について積極的に取り組む 

こと。 

(１) 省資源・省エネルギーの推進 

  (２) 廃棄物の減量及びリサイクル 

  (３) 環境汚染の危機管理の徹底 

  (４) 環境関係法令の遵守 

  (５) 自動車使用時における環境負荷の少ない車両使用及びアイドリングストップなどの環境配慮 

運転 

 (６) 業務に係る用品等のグリーン仕様品（エコマーク商品等）の使用 

   (７) 業務従事者に対する上記の内容についての適切な教育と訓練 

 

９ 留意事項 

（１）遵守事項 

業務は､本仕様書及び図面に基づき､業務主任の指示に従って履行しなければならない。 

（２）施設の使用 

施設について､業務履行に必要がない場所へ無断で立ち入ってはならない。 

（３）安全管理 

受託者は､業務従事者の労働安全衛生管理を適切に行わなければならない。また､事故が発生した

場合は､速やかに業務主任に報告するものとする。 

 

・支払い内訳表 



期間 支払金額 

契約締結日 ～ 令和7年8月31日 契約金額の50％ 

令和7年9月1日 ～ 令和7年12月4日 残額 

 


